
兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学位論文に関する細則

平成16年４月１日

細 則 第 3 4 号

最近改正 令和元年９月４日

第１章 総 則

（趣旨）

第１条 この細則は，兵庫教育大学学位規則（昭和55年規則第４号。以下｢規則｣という。）第11

条及び第26条の規定に基づき，連合学校教育学研究科（以下「研究科」という｡）の学位論文

の審査等に関し必要な事項を定める。

第２章 課程修了による博士の学位

（学位論文提出の資格）

第２条 学位論文を提出することができる者は，次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 研究科に３年以上在学し，必要な研究指導を受け，博士候補認定試験に合格し，かつ，所

定の単位を修得した者

(2) 研究科に１年以上在学し，必要な研究指導を受け，博士候補認定試験に合格し，特に優れ

た研究業績をあげ主指導教員が推薦した者

（学位論文の審査申請期日）

第３条 前条第１号に掲げる者が学位を申請するときは，次条に規定する書類を最終年次の１月

10日までの間に提出するものとする。ただし，標準修業年限を超えて在学する者は，随時提出

することができる。

２ 前条第２号に掲げる者は，随時，学位を申請することができる。

（学位論文提出の手続）

第４条 第２条に掲げる者が学位論文の審査を受けようとするときは，次の各号に掲げる書類を

主指導教員の承認を得て連合学校教育学研究科長（以下「研究科長」という｡)に提出しなけれ

ばならない。

(1) 学位論文審査申請書（別記様式第１号の１） １部

(2) 論文目録（別記様式第２号） １部

(3) 学位論文（和文又は英文とする。） 正１部，副（コピーでも可）７部

(4) 学位論文要旨（別記様式第３号：和文2,000字又は英文1,000語程度） ８部

(5) 学位論文の基礎となる学会誌等に発表した学術論文及び参考論文等 各８部

(6) 履歴書（別記様式第４号） １部

(7) その他必要と認めるもの

（学位論文の受理及び研究科教授会への付議）

第５条 研究科長は，前条の規定により学位論文の提出があったときは，研究科代議委員会（以

下「代議委員会」という。）に付議し，受理の可否を決定する。

２ 前項の代議委員会において主指導教員は，申請者の経歴，研究指導の状況及び研究の概要等

について報告するものとする。

３ 研究科長は，受理した学位論文の審査及び最終試験について研究科教授会に付議する。

第３章 論文提出による博士の学位

（学位の授与を申請することのできる資格）



第６条 第２条各号に規定するもののほか，論文提出による博士の学位を申請できる者は，次の

各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 研究科の学位申請資格審査（以下「資格審査」という。）に合格した者

(2) 研究科に所定の期間在学し，必要な研究指導を受け，博士候補認定試験に合格し，かつ，

所定の単位を修得して退学した者（以下「退学者」という。）で，退学の日から３年を経過

していないもの

（資格審査の方法）

第７条 前条第１号に規定する資格審査は，書類審査によるものとし，必要に応じ口頭又は筆記

による試問を行うことができる。

（資格審査申請の提出書類）

第８条 第６条第１号に規定する資格審査を申請する者は，次の書類を研究科長に提出するもの

とする。

(1) 資格審査申請書（別記様式第５号） １部

(2) 学位論文（和文又は英文） 副（コピーでも可）５部

(3) 既発表論文目録（別記様式第６号） １部

(4) 学位論文要旨（別記様式第３号：和文2,000字又は英文1,000語程度） １部

(5) 履歴書（別記様式第４号） １部

(6) 主指導教員有資格者の推薦状（以下この推薦状を作成した教員を｢推薦教員｣という｡)

１部

(7) 研究科長が必要と認めた書類

２ 研究科長は，前項の規定により書類等の提出があったときは，資格審査を代議委員会に付託

するものとする。

（資格審査等）

第９条 代議委員会は，前条第２項の規定により資格審査の付託を受けたときは，次の各号に掲

げる者による資格審査会を設置し，その審査結果を研究科長に報告するものとする。

(1) 当該論文の内容と関連する講座の主指導教員有資格者 ４人

（資格審査員には，推薦教員の所属する連合講座以外の連合講座の審査員を含むものとす

る。）

(2) 前条第１項第６号に規定する推薦教員

（学位論文の受理及び代議委員会への付議）

第10条 研究科長は，前条の審査の結果を代議委員会に付議し，学位論文受理の可否を決定する。

第10条の２ 研究科長は，第６条第２号に規定する者から学位論文の提出があったときは，代議

委員会に付議し，受理の可否を決定する。

２ 代議委員会において第11条第７号に規定する推薦状を作成した教員は，申請者の経歴，研究

の概要等について報告するものとする。

（学位論文審査申請手続き）

第11条 学位論文の審査を受けようとする者は，次に掲げる書類に所定の学位論文審査手数料を

添え研究科長を経て，兵庫教育大学長に提出しなければならない。ただし，第６条に規定する

者のうち，退学者で退学の日から１年以内に提出する者については，学位論文審査手数料を免

除することができる。

(1) 学位申請書（別記様式第１号の２） １部

(2) 論文目録（別記様式第２号） １部

(3) 学位論文（和文又は英文とする。） 正１部，副（コピーでも可）７部

(4) 学位論文要旨（別記様式第３号：和文2,000字又は英文1,000語程度） ８部

(5) 学位論文の基礎となる学会誌等に発表した学術論文及び参考論文等 各８部



(6) 履歴書（別記様式第４号） １部

(7) 主指導教員有資格者の推薦状 １部

(8) その他必要と認めるもの

第４章 論文の審査

（論文審査委員会）

第12条 研究科教授会は，学位論文ごとに速やかに論文審査委員会を設ける。

２ 論文審査委員会委員は，代議委員会において選出する。

３ 論文審査委員会委員には，主指導教員の所属する大学以外の構成大学の委員を含むものとす

る。

４ 論文審査委員会に主査１人，副主査１人を置く。

５ 主査及び副主査は，代議委員会において選出する。

（学力の確認）

第13条 第６条に規定する者についての学力の確認は，専攻学術に関し，博士課程を修了して学

位を授与される者と同等以上の広い学識を有することを確認するため試問を行うものである。

２ 前条の規定にかかわらず，第２条第１号に規定する者が退学の日から３年以内に学位論文を

提出した場合には，試問を規則第16条第２項に規定する最終試験に準じた試験に代えて行うも

のとする。

（結果報告）

第14条 論文審査委員会は，学位論文の審査並びに最終試験又は学力の確認を終了したときは，

その結果を研究科教授会に文書で報告しなければならない。

２ 前項に規定する報告は，学位論文審査の結果の要旨（別記様式第７号），最終試験の結果の

要旨（別記様式第８号）及び学力確認の結果の要旨（別記様式第９号）により行うものとする。

第５章 雑 則

（その他）

第15条 この細則に定めるもののほか，必要な事項は，研究科教授会の議に基づき研究科長が定

める。

附 則

この細則は，平成16年４月１日から施行する。

附 則

この細則は，平成17年４月１日から施行する。

附 則

この細則は，平成17年４月５日から施行する。

附 則

この細則は，平成19年４月１日から施行する。

附 則

この細則は，平成20年４月１日から施行する。

附 則

この細則は，平成25年６月５日から施行する。

附 則

この細則は，令和元年９月４日から施行し，平成31年４月１日から適用する。



別記様式第１号の１

学 位 論 文 審 査 申 請 書

年 月 日

兵庫教育大学大学院

連合学校教育学研究科長 様

主指導教員

申請者

年度入学

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科

氏名

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学位論文に関する細則第４条の規定に基づき

下記のとおり関係書類を添え学位論文の審査を申請いたします。

記

論文目録 １部

学位論文 正１部，副７部

学位論文要旨 ８部

学位論文の基礎となる学会誌等に発表した学術論文及び参考論文等 各８部

履歴書 １部

共著論文研究要旨（申請者の研究範囲を明記したもの） ８部

承諾書 各１部

学位論文の公表に関する申出書 １部

（備考）１ 共著論文研究要旨及び承諾書は，学位論文の基礎となる学術論文が共著であ

る場合に提出すること。

２ 学術論文が印刷予定のものである場合は，「印刷公表することを予定した掲

載承諾書又は出版契約書」を添付すること。

３ 学位論文の公表に関する申出書は，やむを得ない事由により博士の学位の授

与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することを申し出

る場合に提出すること。なお，やむを得ない事由の根拠となる資料がある場合

は，申出書に添付すること。



別記様式第１号の２

学 位 申 請 書

年 月 日

兵 庫 教 育 大 学 長 様

申請者

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学位論文に関する細則第11条の規定に基づき

下記の関係書類に所定の学位論文審査手数料を添え学位論文の審査を申請いたします。

記

論文目録 １部

学位論文 正１部，副７部

学位論文要旨 ８部

学位論文の基礎となる学会誌等に発表した学術論文及び参考論文等 各８部

履歴書 １部

主指導教員有資格者の推薦状 １部

共著論文研究要旨（申請者の研究範囲を明記したもの） ８部

承諾書 各１部

学位論文の公表に関する申出書 １部

（備考）１ 共著論文研究要旨及び承諾書は，学位論文の基礎となる学術論文が共著であ

る場合に提出すること。

２ 学術論文が印刷予定のものである場合は，「印刷公表することを予定した掲

載承諾書又は出版契約書」を添付すること。

３ 学位論文の公表に関する申出書は，やむを得ない事由により博士の学位の授

与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することを申し出

る場合に提出すること。なお，やむを得ない事由の根拠となる資料がある場合

は，申出書に添付すること。



別記様式第２号

論 文 目 録

氏 名

学 位 論 文

題 目

主 論 文

題 目

著 者 名

学術雑誌名 に発表・発表予定

（巻・号・頁） （ ・ ・ ～ ）

発 行 年 月 年 月

題 目

著 者 名

学術雑誌名 に発表・発表予定

（巻・号・頁） （ ・ ・ ～ ）

発 行 年 月 年 月

題 目

著 者 名

学術雑誌名 に発表・発表予定

（巻・号・頁） （ ・ ・ ～ ）

発 行 年 月 年 月

題 目

著 者 名

学術雑誌名 に発表・発表予定

（巻・号・頁） （ ・ ・ ～ ）

発 行 年 月 年 月



参 考 論 文

題 目

著 者 名

学術雑誌名 に発表・発表予定

（巻・号・頁） （ ・ ・ ～ ）

発 行 年 月 年 月

題 目

著 者 名

学術雑誌名 に発表・発表予定

（巻・号・頁） （ ・ ・ ～ ）

発 行 年 月 年 月

題 目

著 者 名

学術雑誌名 に発表・発表予定

（巻・号・頁） （ ・ ・ ～ ）

発 行 年 月 年 月

題 目

著 者 名

学術雑誌名 に発表・発表予定

（巻・号・頁） （ ・ ・ ～ ）

発 行 年 月 年 月

（備考）１ 学位論文題目が外国語の場合は，日本語訳を付けること。

２ 共著論文の場合，著者名は論文に記載されている順序ですべて記入すること。

３ 論文を印刷公表していない場合は，発行予定の時期及び誌名を記入すること。



別記様式第３号

学 位 論 文 要 旨

氏 名

題 目

学位論文要旨（和文2,000字又は英文1,000語程度）



別記様式第４号

履 歴 書

ふ り が な
男・女

氏 名
（戸籍に記載のとおり記入すること。）

生 年 月 日 年 月 日生

本 籍 都・道・府・県

現 住 所

学歴（高等学校卒業以上の学歴を年代順に記入すること。）

年 月 日 事 項

研 究 歴

年 月 日 事 項



職 歴

年 月 日 事 項

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

年 月 日 事 項

賞 罰

年 月 日 事 項

以上のとおり相違ありません。

年 月 日

氏名



別記様式第５号

資 格 審 査 申 請 書

年 月 日

兵庫教育大学大学院

連合学校教育学研究科長 様

申請者

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学位論文に関する細則第８条の規定により，

学位論文提出の資格審査を受けたいので，下記のとおり関係書類を添え申請いたします。

記

学位論文 副５部

既発表論文目録 １部

履歴書 １部

学位論文要旨 １部

主指導教員有資格者の推薦状 １部



別記様式第６号

既 発 表 論 文 目 録

発 表 誌 名 及 び 発 表
著 者 名 題 目 備 考

巻 ・ 号 ， ペ ー ジ 年 月

作成要領

「学位論文と関連する著書，論文，口頭発表」及び「その他の著書，論文，口頭発表」

に区分して発表年順に記載し，論文等ごとに著者名（全員），題目，発表誌名，巻・号，

ページ，発表年月を記載する。



別記様式第７号

学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

１．申請者氏名

２．審 査 委 員 主 査：

副主査：

委 員：

委 員：

委 員：

３．論文題目

４．審査結果の要旨



別記様式第８号

最 終 試 験 の 結 果 の 要 旨

１．申請者氏名

２．審 査 委 員 主 査：

副主査：

委 員：

委 員：

委 員：

３．実施年月日 年 月 日

４．試験方法（口述か筆記の別を記入のこと。）

５．試験結果の要旨



別記様式第９号

学 力 確 認 の 結 果 の 要 旨

１．申請者氏名

２．審 査 委 員 主 査：

副主査：

委 員：

委 員：

委 員：

３．実施年月日 年 月 日

４．試験方法（口述か筆記の別を記入のこと。）

５．学力確認結果の要旨


